
魚
骨
笏
（
正
倉
院
中
倉
八
七
）
の
来
歴

一
、
魚
骨
笏

正
倉
院
に
は
、
魚
骨
製
の
古
代
の
笏
が
二
枚
現
存
す
る
。
う
ち
一
枚
は
『
国

家
珍
宝
帳
』
に
も
記
載
が
あ
る
「
大
魚
骨
笏
」（
北
倉
一
二
）
で
、
も
う
一
枚
は
中

倉
の
第
八
七
号
に
整
理
さ
れ
て
い
る
「
魚
骨
笏
」
で
あ
る
。
中
倉
八
七
の
魚
骨

笏
に
は
、
次
の
よ
う
な
銘
文
が
あ（
１
）
る
。

延
喜
五
年
五
月
廿
日
交
替
実
録

�

「
宮
」

�

い
ず
れ
の
銘
も
笏
の
広
い
側
面
の
一
つ
に
墨
書
さ
れ
、
�
は
中
央
付
近
に
太
め

の
筆
で
大
き
く
、
�
は
そ
の
右
側
に
、
笏
の
縦
軸
に
沿
っ
て
�
よ
り
は
細
筆
で

墨
書
さ
れ
る
。
両
者
は
別
筆
と
目
さ
れ
る
。

墨
書
の
意
味
す
る
内
容
は
、
�
「
宮
」
に
つ
い
て
は
全
く
手
掛
り
が
な
く
、

�
に
関
し
て
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
五
月
に
何
か

し
ら
の
役
職
に
お
い
て
交
替
の
事
務
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
、
交
替
に
あ
た
り

前
任
者
か
ら
後
任
者
へ
の
直
接
の
引
き
継
ぎ
が
で
き
ず
、
解
由
状
で
は
な
く
交

替
実
録
帳
に
よ
る
交
替
手
続
き
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
国
司
長
官

の
交
替
事
務
の
場
合
、
通
常
は
前
任
者
が
国
内
の
行
政
状
況
を
書
類
や
実
見
等

に
よ
っ
て
示
し
、
後
任
者
が
そ
れ
を
確
認
す
る
と
解
由
状
を
作
成
し
て
前
任
者

に
渡
し
、
引
き
継
ぎ
が
完
了
す
る
。
し
か
し
、
前
任
者
の
死
亡
な
ど
に
よ
り
、

直
接
の
引
き
継
ぎ
が
で
き
な
い
場
合
、
中
央
か
ら
検
交
替
使
が
発
遣
さ
れ
て
手

続
き
が
進
め
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
次
官
以
下
の
国
司
と
新
任
国
司
長
官
と
の

間
で
交
替
事
務
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
る
帳
簿
が
検
交
替
使

帳
ま
た
は
令
任
用
分
付
帳
で
、
交
替
実
録
帳
と
も
称
さ
れ（
２
）
る
。

そ
の
交
替
実
録
と
い
う
語
が
、
な
ぜ
正
倉
院
の
魚
骨
笏
に
記
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
他
に
も
こ
の
魚
骨
笏
に
は
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
笏
は
官
人
が
持
ち
、
そ
の
一
面
に
「
覚
え
書
き
」
を
記
す
道
具
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
墨
書
も
官
人
が
書
い
た
メ
モ
な
の
か
。
次
に
、
延

喜
五
年
の
年
紀
を
持
つ
笏
は
、
正
倉
院
宝
物
の
骨
格
が
で
き
た
奈
良
時
代
よ
り

後
に
宝
庫
に
入
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ

っ
た
か
。
そ
し
て
正
倉
院
に
入
る
前
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
さ
ら
に
は
、
笏

の
材
料
と
し
て
魚
骨
は
普
遍
的
で
あ
っ
た
か
、
形
状
が
古
代
の
も
の
と
し
て
相

応
し
い
か
、
な
ど
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
古
代
の
実
用
の
笏
な
の
か
ど
う

か
を
確
認
し
た
い
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。

以
上
に
記
し
た
疑
問
を
す
べ
て
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
何
か
手

掛
り
が
得
ら
れ
れ
ば
と
考
え
て
お
こ
な
っ
た
作
業
結
果
を
以
下
に
報
告
す
る
。

ま
さ
に
「
覚
え
書
き
」
程
度
の
も
の
で
あ
る
が
、
ご
寛
容
ね
が
い
た
い
。

野

尻

忠
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二
、
正
倉
院
の
笏

魚
骨
製
の
笏
二
枚
の
ほ
か
に
、
正
倉
院
に
は
古
代
の
笏
が
四
枚
あ
り
、
合
計

六
枚
が
現
存
す

（
３
）

る
（
表
を
参
照
）。

表
う
ち
１
・
２
・
３
は
、
い
わ
ゆ
る
帳
内
御
物
で
あ
り
、『
国
家
珍
宝
帳
』
に

は
そ
れ
ぞ
れ
１
「
牙
笏
一
枚
〈
長
一
尺
三
寸
二
分

本
広
一
寸
九
分
〉」、
２
「
通
天

牙
笏
一
枚
〈
長
一
尺
一
寸
三
分

本
広
一
寸
六
分
〉」、
３
「
大
魚
骨
笏
一
枚
〈
長
一

尺
二
寸
一
分

本
広
一
寸
九
分
〉」
と
記
さ
れ
る
。
４
・
５
が
中
倉
に
納
め
ら
れ
る

理
由
は
不
詳
だ
が
、
６
は
「
東
大
寺
前
二
〈
天
平
勝
宝

〉」「
文
人
」
等
の

銘
文
を
持
ち
、
類
似
の
銘
文
が
宝
庫
の
伎
楽
用
具
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

伎
楽
用
具
の
一
つ
と
し
て
南
倉
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

六
枚
の
笏
を
形
態
か
ら
み
る
と
、
幅
は
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
前
後
で
上
部
よ

り
も
下
部
の
ほ
う
が
広
く
、
下
端
部
を
方
形
に
作
り
出
し
、
上
端
に
丸
み
を
持

た
せ
る
点
は
共
通
す
る
。
縦
の
長
さ
や
幅
、
厚
さ
も
近
い
数
値
を
示
し
、
同
意

匠
と
言
え
る
。
し
か
し
、
表
に
示
し
た
法
量
を
子
細
に
み
る
と
、
帳
内
御
物
で

あ
る
１
・
２
・
３
は
特
に
縦
の
法
量
に
お
い
て
一
定
せ
ず
、
幅
に
も
差
異
が
あ

る
。
こ
れ
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
４
・
５
・
６
は
、
ほ
ぼ
同
形
と
言
っ

て
も
良
い
く
ら
い
数
値
が
近
似
し
て
い
る
。

材
質
に
着
目
し
て
み
る
と
、
１
・
２
が
象
牙
製
、
３
・
５
が
魚
骨
製
、
４
・

６
が
木
製
で
あ
る
。
日
本
古
代
の
制
度
的
な
観
点
か
ら
考
え
る（
４
）
と
、『
続
日
本

紀
』
養
老
三
年
（
七
一
九
）
二
月
壬
戌
（
三
日
）
条
に
、

初
令
二

天
下
百
姓
右
襟
、
職
事
主
典
已
上
把
�

笏
、
其
五
位
以
上
牙
笏
、
散

位
亦
聴
二

把
笏
一、
六
位
已
下
木
笏

と
あ
り
、
こ
の
と
き
か
ら
主
典
以
上
の
官
人
が
笏
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
が
、

笏
の
材
質
に
は
二
種
あ
り
、

五
位
以
上
は
象
牙
製
、
六
位

以
下
は
木
製
の
笏
と
す
る
定

め
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
把

笏
の
対
象
範
囲
は
下
級
官
人

に
も
広
が
っ
て
い
き
、
養
老

衣
服
令
で
は
諸
臣
の
朝
服
と

し
て
五
位
以
上
に
牙
笏
、
六

位
以
下
に
木
笏
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。『
延
喜
式
』
弾
正
台

で
も
、凡

五
位
以
上
、
通
‐二
用

牙
笏
・
白
木
笏
一、
前
�

後
直
、
六
位
以
下
官
人

用
レ

木
、
前
挫
後
方

と
あ
り
、
官
人
の
笏
に
は
象

牙
製
と
木
製
の
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
つ
ま
り
、
史
料
か

ら
窺
わ
れ
る
古
代
官
人
の
把

笏
制
度
に
、「
魚
骨
」
製
の
笏

は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
日
本
古
代
の
把
笏
制
度
の
も
と
に
な
っ
た
唐
制
を
見
て
み
る
と
、

『
六
典
』
巻
四
礼
部
に
は
、

三
品
已
上
笏
前
�
後
直
、
五
品
已
上
前
�
後
挫
、
并
用
レ

象
、
九
品
已
上
任

用
二

竹
木
一、
上
挫
下
方
、
男
以
上
聴
下

依
二

爵
品
一

執
�

笏

材質

象牙

象牙

マッコウク

ジラ

散孔材

セミクジラ

檜か

※単位はセンチメートル
※データは宮内庁正倉院事務所編『正倉院宝物』（全１０冊、毎日新聞社、１９９４～１９９７年）による。

厚

頂１．３

底１．４

頂１．１

底１．２

頂１．３

底１．３

１．７

１．５

１．５

横（幅）

上５．１

下５．５

上４．４

下４．８

上５．１

下５．７

５．１

４．８

上５．０

下５．２

縦

３９．０

３４．９

３５．８

３６．０

３６．０

３５．７

所属

北倉１０

北倉１１

北倉１２

中倉８６

中倉８７

南倉１２４

名称

牙笏

通天牙笏

大魚骨笏

木笏

魚骨笏

木笏

１

２

３

４

５

６
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�
�
�

�
�
�

と
あ
る
。『
唐
会
要
』
巻
三
十
二
輿
服
下
に
よ
れ
ば
、
こ
の
制
は
開
元
八
年
（
七

二
〇
）
九
月
勅
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
五
品
以
上
の
高
位
者

に
は
象
牙
製
、
下
位
官
人
に
は
竹
木
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
や
は
り
魚
骨
製
の

笏
に
関
す
る
記
述
は
み
え
な（
５
）い
。

と
は
い
え
、『
国
家
珍
宝
帳
』
に
「
牙
笏
」
と
並
ん
で
「
大
魚
骨
笏
」
が
明
記

さ
れ
、
そ
こ
に
木
製
の
笏
は
み
え
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
制
度
的
な
裏
付
け

は
な
い
も
の
の
、
魚
骨
製
の
笏
は
木
製
の
も
の
に
比
べ
、
よ
り
高
貴
な
人
が
持

つ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ（
６
）
る
。

先
述
の
と
お
り
、
官
人
の
把
笏
制
度
は
中
国
起
源
の
も
の
で
、
日
本
で
は
奈

良
時
代
初
頭
に
制
度
と
し
て
確
立
し
た
。
そ
の
淵
源
を
中
国
の
古
典
に
求
め
れ

ば
、『
礼
記
』
玉
藻
に
、

笏
、
天
子
以
二

球
玉
一、
諸
侯
以
レ

象
、
大
夫
以
二

魚
須
一

文
レ

竹
、
士
竹
本
、
象

可
也
。（
中
略
）
凡
有
レ

指
‐二
画
於
君
前
一

、
用
レ

笏
、
造
レ

受
二

命
於
君
前
一、
則

書
二

於
笏
一、
笏
畢
用
也
、
因
飾
焉
。
笏
度
二
尺
有
六
寸
、
其
中
博
三
寸
、
其

殺
六
分
而
去
レ

一
。

と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
書
に
記
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

笏
の
材
質
に
は
玉
製
（
あ
る
い
は
玉
で
飾
っ
た
も
の
か
）、
象
牙
製
、
竹
製
等
が
あ

り
、
笏
の
用
途
は
、
君
の
面
前
で
何
か
図
示
し
て
説
明
し
た
り
、
命
令
を
書
き

留
め
た
り
す
る
た
め
の
も
の
、
で
あ
っ（
７
）
た
。
こ
の
う
ち
大
夫
の
笏
は
、
サ
メ
鬚

で
竹
を
装
飾
し
た
も
の
（
も
し
く
は
サ
メ
鬚
文
様
の
竹
か
）
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

あ
た
り
か
ら
魚
骨
製
と
い
う
解
釈
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う（
８
）

か
。

中
国
の
笏
制
の
変
遷
に
関
し
て
は
、『
唐
会
要
』
巻
三
十
二
輿
服
下
に
詳
し
い

記
述
が
あ
る
。

武
徳
四
年
八
月
十
六
日
詔
、
五
品
已
上
執
二

象
笏
一、
已
下
執
二

竹
木
笏
一、
旧

制
三
品
已
下
前
挫
後
直
、
五
品
已
上
前
挫
後
屈
、
武
徳
已
来
、
一
例
上
円

下
方
、
其
日
勅
、
凡
笏
、
周
制
七
、
周
礼
、
諸
侯
以
レ

象
、
大
夫
以
二

魚
須
一

文
レ

竹
。
晋
宋
以
来
、
謂
二

之
手
板
一

、
自
二

西
魏
一

後
、
五
品
已
上
通
‐二
用
象

牙
一、
六
品
以
下
兼
用
二

竹
木
一、
近
唯
尚
書
郎
執
レ

笏
、
公
卿
但
以
二

手
板
一。
後

周
保
定
四
年
、
百
官
始
執
レ

笏
、
至
二

晋
宣
時
一、
内
外
婦
人
執
レ

笏
、
其
拝
俛

伏
興
、
倶
執
之

武
徳
四
年
（
六
二
一
）
の
詔
に
よ
り
、
五
品
以
上
は
「
象
笏
」、
六
品
以
下
は

「
竹
木
笏
」
を
執
る
こ
と
に
な
っ
た
。
旧
制
で
は
三
品
以
上
と
四
品
・
五
品
で

形
態
に
差
異
が
あ
っ
た
が
、
武
徳
以
降
は
上
円
下
方
の
形
が
統
一
的
に
用
い
ら

れ
た
と
い
う
。
笏
に
は
周
以
来
の
伝
統
が
あ
る
が
、
晋
・
宋
代
か
ら
は
こ
れ
を

「
手
板
」
と
称
し
、
西
魏
以
降
は
五
品
以
上
に
象
牙
製
、
六
品
以
下
に
竹
木
製

が
あ
て
ら
れ
、
北
周
の
保
定
四
年
（
五
六
四
）
に
至
っ
て
す
べ
て
の
官
人
が
笏
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

武
徳
以
降
、
上
円
下
方
形
の
笏
が
全
官
人
に
統
一
的
に
用
い
ら
れ
た
が
、
開

元
八
年
に
制
度
改
正
が
あ
り
、
先
掲
『
六
典
』
の
記
事
に
あ
る
よ
う
に
旧
制
と

近
い
形
に
戻
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
品
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
の
は
笏
の
前
後
面
の

形
だ
け
で
、
上
端
部
に
丸
み
が
あ
り
下
端
部
を
方
形
と
す
る
形
状
は
共
通
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
正
倉
院
の
笏
と
同
じ
形
態
で
あ（
９
）

る
。

三
、
宝
物
目
録
に
み
ら
れ
る
笏

先
述
し
た
と
お
り
、
問
題
の
魚
骨
笏
に
は
延
喜
五
年
の
年
紀
が
あ
り
、
そ
れ

以
降
に
正
倉
院
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
が
正
倉
院
関
係
の
宝

物
目
録
に
い
つ
頃
か
ら
現
れ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
、
各
種
目
録
の
な
か
で
、
こ
の
魚
骨
笏
で
あ
る
と
明
確
に
特
定
で
き
る
記
述

は
、『
奈
良
の
筋（
１０
）
道
』
に
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
明
治
五
年
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八
月
十
四
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ね
印
箱

南
六
号

葛
箱

身
計

一

黒
塗
鏡
筥

大
小

七

外
三

（
中
略
）

骨
笏

一

延
喜
五
年

黒
漆
冠
桶

一

（
下
略
）

ね
印
の
箱
に
、
葛
箱
や
黒
漆
鏡
箱
を
は
じ
め
と
す
る
宝
物
が
納
め
ら
れ
、
そ
の

な
か
に
延
喜
五
年
銘
の
骨
笏
一
枚
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
目
録
を
基
点
に
江

戸
時
代
の
宝
物
目
録
へ
と
遡
っ
て
い
き
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
魚
骨
製
の
笏
に
つ

い
て
は
い
ず
れ
に
も
記
述
が
な
い
。
何
か
手
掛
り
が
あ
れ
ば
と
考
え
、
現
存
六

枚
の
笏
が
ど
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
か
を
、
列
記
し
て
み
た
。

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）『
東
大
寺
勅
封
蔵
目
録（
１１
）

記
』

（
木
地
厨
子
一
脚
）
象
牙
笏
三
隻

（
朱
漆
韓
櫃
廿
六
合
の
う
ち
一
合
）
象
牙
笏
一
隻
〈
納
筥
〉

慶
長
十
七
年
（
一
六
一
二
）『
東
大
寺
三
蔵
御
宝
物
御
改
之（
１２
）
帳
』

（
笏
の
記
載
な
し
）

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）「
三
蔵
宝
物
目（
１３
）
録
」

（
笏
の
記
載
な
し
）

元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）『
東
大
寺
正
倉
院
開
封（
１４
）
記
』

（
南
御
倉
下
之
壇
）（〈
よ
合
文
〉
長
持
壱
荷
之
内
）
象
牙
之
尺
壱
本

（
南
御
倉
下
之
壇
）（〈
ニ
合
文
〉
長
持
壱
荷
之
内
）
象
牙
尺
壱
本

（
中
之
倉
下
之
壇
）（〈
に
新
合
文
〉
長
持
壱
荷
之
内
）
象
牙
尺
二
本

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）『
正
倉
院
御
宝
物
目（
１５
）

録
』

（〈
中
御
倉
〉
一
に

長
持
一
箇
内
）
象
牙
笏

二
本

（〈
南
御
倉
〉
一
こ

長
持
一
箇
内
）
象
牙
笏

一

（〈
南
御
倉
〉
一
よ

辛
櫃
一
箇
）
象
牙
笏

一
本

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）『
奈
良
の
筋
道
』

（
ね
印
箱

南
六
号
）
骨
笏

一

延
喜
五
年

（
常
印

櫃

南
七
号
）
通
天
牙
笏

一

（
わ
印

南
廿
四
）
牙
笏

二

右
の
一
覧
か
ら
み
る
と
、
宝
庫
に
納
め
ら
れ
る
笏
の
数
は
、
建
久
四
年
か
ら

明
治
五
年
ま
で
、
一
貫
し
て
四
枚
で
あ
っ（
１６
）

た
。
天
保
四
年
ま
で
の
目
録
は
四
枚

す
べ
て
を
牙
笏
と
し
、
明
治
五
年
の
目
録
で
は
三
枚
が
牙
笏
、
一
枚
は
骨
笏
で

あ
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
正
倉
院
に
牙
笏

は
二
枚
し
か
な
い
。
そ
う
か
と
思
え
ば
、
現
在
の
正
倉
院
に
は
木
笏
が
二
枚
あ

る
の
に
、
こ
れ
に
言
及
す
る
目
録
は
な
い
。
魚
骨
笏
に
つ
い
て
も
、
明
治
五
年

の
目
録
で
一
枚
の
存
在
が
確
認
で
き
る
だ
け
で
他
の
目
録
に
は
一
枚
も
み
え
な

い
が
、
現
在
の
正
倉
院
に
は
二
枚
あ
る
。

い
ず
れ
も
完
全
な
目
録
で
は
な
い
た
め
、
こ
う
い
っ
た
不
審
な
点
が
生
じ
る

の
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
、
笏
以
外
の
宝
物
で
も
こ
う
し
た
例
は
多
々
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
方
法
か
ら
で
は
、
魚
骨
笏
が
（
木
笏
も
）
い
つ
か
ら
正
倉
院
に
あ

る
の
か
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。

四
、
古
代
寺
院
の
笏

と
は
い
え
、
こ
の
魚
骨
笏
が
延
喜
五
年
以
降
に
正
倉
院
に
入
っ
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。
正
倉
院
宝
庫
の
管
理
、
宝
物
の
出
入
等
の
歴
史
的
経
緯
か
ら
考
え

て
、
も
と
は
東
大
寺
の
什
物
で
あ
っ
た
も
の
が
入
庫
し
た
可
能
性
が
高
い
。
そ

こ
で
次
に
、
こ
の
笏
（
帳
内
御
物
を
除
く
三
点
の
笏
す
べ
て
）
が
東
大
寺
に
収
納
さ
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れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

ま
ず
、
古
代
の
史
料
に
笏
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
、
寺
院
関
係
を
中
心
に

整
理
し
て
お
く
。

奈
良
時
代
で
は
『
国
家
珍
宝
帳
』
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
買
新
羅
物
解
の
な
か

に
購
入
品
と
し
て
「
牙
笏
」
が
み
ら（
１７
）
れ
、
寺
院
関
係
で
は
天
平
十
九
年
（
七
四

七
）
の
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財（
１８
）

帳
に
「
合
雑
物
弐
拾
捌
種
」
と
し
て
掲

げ
ら
れ
た
な
か
に
、「
銀
爵
壱
枚
」「
牙
爵
拾
枚
」（「
爵
」
は
笏
の
こ
と
）
が
み
え

（
１９
）
る
。平

安
時
代
に
入
り
、
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
の
年
紀
を
持
つ
多
度
神
宮
寺
伽
藍

縁
起
并
資
財（
２０
）

帳
に
は
、
楽
具
を
列
記
し
た
な
か
に
、

骨
笏
壱
枚
〈
長
一
尺
一
寸
二
分
、
厚
四
分
、
広
一
寸
六
分
〉

が
あ
る
。
貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）
の
広
隆
寺
資
財（
２１
）

帳
に
は
、「
法
物
章
」
の
な

か
に
、骨

笏
弐
枚

一
枚
〈
長
一
尺
二
寸
、
広
一
寸
七
分
〉

一
枚
〈
長
一
尺
二
寸
四
分
、
広
二
寸
〉

が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
の
広
隆
寺
資
財
交
替
実
録（
２２
）

帳
に
も

同
内
容
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）
の
観
世
音
寺
資
財（
２３
）

帳

に
は
「
仏
物
章
」
に
、

牙
笏
壱
枚
〈
長
一
尺
一
寸
四
分
〉

が
あ
り
、
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
の
同
寺
資
財（
２４
）

帳
に
も
同
じ
牙
笏
が
第
一
韓
櫃

の
納
物
と
し
て
記
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
上
野
国
交
替

実
録（
２５
）

帳
に
は
、
群
馬
郡
定
額
寺
の
弘
輪
寺
の
項
に
呉
楽
具
が
列
記
さ
れ
、
そ
の

な
か
に
、

酔
胡
王
笏
陸
枚

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
長
元
元
年
時
点
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
注
記
さ
れ

る
。以

上
を
ま
と
め
る
と
、
古
代
の
寺
院
に
は
骨
笏
（
多
度
神
宮
寺
・
広
隆
寺
）
や

牙
笏
（
観
世
音
寺
）
が
普
通
に
あ
り
、
笏
の
用
途
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
多
度
神

宮
寺
と
上
野
国
弘
輪
寺
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も
舞
楽
の
用
具
で
あ
っ
た
。
広
隆

寺
と
観
世
音
寺
の
資
財
帳
で
は
、
舞
楽
用
具
を
列
記
し
た
部
分
と
は
異
な
る
章

に
笏
が
記
さ
れ
る
の
で
、
舞
楽
以
外
に
使
用
さ
れ
る
笏
が
寺
院
に
あ
っ
た
こ
と

も
確
か
だ
が
、
少
な
く
と
も
、
呉
楽
（
伎
楽
）
の
酔
胡
王
が
持
つ
と
い
う
舞
楽
用

具
の
笏
は
、
古
代
の
寺
院
に
広
く
存
在
し
た
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
も
し
正
倉

院
の
魚
骨
笏
や
木
笏
が
、
も
と
東
大
寺
の
什
物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
掲
の

諸
例
に
鑑
み
て
、
舞
楽
用
の
笏
で
あ
っ
た
可
能
性
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
舞
楽
に
お
い
て
笏
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
た
の
か
を
簡
単
に
整

理
し
て
お
き
た
い
。
奈
良
時
代
に
隆
盛
し
た
呉
楽
（
伎
楽
）
で
は
、
先
掲
の
上
野

国
弘
輪
寺
に
酔
胡
王
の
笏
が
あ
っ
た
こ
と
く
ら
い
し
か
史
料
に
み
え
な
い
が
、

唐
楽
で
は
『
教
訓
抄
』
巻
第
二
に
、
案
摩
の
曲
で
、
腰
に
笏
を
差
し
て
舞
う
「
左

笏
」
と
い
う
作
法
が
み
え
る
。
高
麗
楽
で
は
同
じ
く
『
教
訓
抄
』
巻
第
五
・
巻

第
七
に
、
新
鳥
蘇
・
古
鳥
蘇
・
蘇
利
古
な
ど
の
楽
曲
で
、
腰
に
笏
を
挟
ん
で
舞

う
作
法
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
笏
は
舞
楽
の
場
面
で
は
よ
く
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ（
２６
）

た
。

す
で
に
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
正
倉
院
に
あ
る
六
枚
の
笏
の
う
ち
木
笏
一

枚
（
表
の
６
）
は
、
そ
の
銘
文
か
ら
伎
楽
用
具
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
分
類

・
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
中
に
法
量
を
掲
げ
て
示
し
た
と
お
り
、
４
〜

６
の
三
枚
の
笏
は
ほ
と
ん
ど
同
大
で
あ
る
。
そ
し
て
平
安
時
代
初
期
の
多
度
神

宮
寺
に
は
、
楽
具
と
し
て
骨
製
の
笏
が
間
違
い
な
く
存
在
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

正
倉
院
の
魚
骨
笏
も
、
も
と
は
舞
楽
用
の
笏
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
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五
、
墨
書
銘
の
内
容

す
る
と
問
題
に
な
る
の
は
、
魚
骨
笏
に
残
さ
れ
た
墨
書
銘
の
意
味
で
あ
る
。

官
人
の
持
つ
笏
で
あ
れ
ば
、
延
喜
五
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
何
か
し
ら
の
政
務
の

場
で
、
国
司
交
替
の
案
件
を
備
忘
の
た
め
に
記
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、

舞
楽
用
具
と
な
れ
ば
、
書
記
の
媒
体
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

銘
文
が
残
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
木
笏
（
表
の
６
）
の
よ
う
に
笏
の
使
用
年
月
日
、

あ
る
い
は
使
用
者
（
役
ど
こ
ろ
）、
使
用
場
所
、
製
作
の
由
来
な
ど
を
書
く
こ
と

が
多
い
と
想
像
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
銘
文
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。
銘
文
の
「
延
喜
五
年
」

「
交
替
」
と
、
も
と
東
大
寺
に
あ
っ
た
こ
と
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
す
る
と
、
延
喜

五
年
に
東
大
寺
の
別
当
（
道
別
当
）
が
交
替
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

れ
は
前
任
者
死
亡
に
と
も
な
う
交
替
で
、
こ
の
と
き
新
し
く
別
当
に
な
っ
た
戒

撰
（
八
四
三
〜
九
〇
八
）
の
任
牒
が
東
南
院
文
書
に
残
さ
れ
て
い（
２７
）
る
。

太
政
官
牒

東
大
寺

伝
灯
大
法
師
位
戒
撰
〈
年
六
十
五
、
臈
�
四
〉
専
寺

右
、
左
大
臣
宣
、
件
法
師
宜
レ

補
二

彼
寺
別
当
権
律
師
道
義
死
闕
之
替
一

者
、

寺
宜
二

承
知
一、
依
レ

宣
行
之
、
牒
到
准
レ

状
、
故
牒
。

延
喜
五
年
三
月
十
七
日
正
六
位
上
行
左
少
史
越
智
直
（
自
署
）
牒

参
議
左
大
弁
従
四
位
上
兼
行
讃
岐
権
守
紀
「
朝
臣
」

「
奉
行

三
月
廿
七
日

別
当

都
維
那
「
離
世
」

上
座
「
良
惟
」

寺
主
「
義
勢
」

」

ま
た
、『
東
大
寺
別
当
次（
２８
）

第
』
の
当
該
部
分
に
は
、

卅
五

伝
灯
大
法
師
道
義

昌
泰
元
年
八
月
八
日
官
符
〈
年
六
十
六
、
臈
四
十
八
、
花
厳
宗
、
本
寺
平
仁

已
講
弟
子
、
済
棟
帙
満
替
〉

（
中
略
）

寺
務（
七
ヵ
）

六
年
〈
昌
泰
元
・
二
・
三
、
延
喜
元
・
二
・
三
・
四
〉

五
年
卒

（
中
略
）

卅
六

伝
灯
大
法
師
戒
撰

延
喜
五
年
三
月
十
七
日
符
〈
年
六
十
五
、
法
相
宗
、
本
寺
。
道
義
死
闕
替
〉

と
あ
り
、
延
喜
五
年
に
別
当
在
任
の
ま
ま
没
し
た
道
義
（
八
三
七
〜
九
〇
五
）
の

替
わ
り
に
、
同
年
三
月
十
七
日
の
太
政
官
牒
に
よ
っ
て
戒
撰
が
別
当
に
補
任
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

古
代
の
官
人
交
替
の
制
度
は
、
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
国
司
に
関
し
て
特
に

研
究
が
深
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
交
替
事
務
は
国
司
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は

な
く
、
中
央
の
官
司
で
も
当
然
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
し
、
寺
院
別
当
の
交
替
時

に
も
、
官
人
の
交
替
に
近
い
形
の
事
務
手
続
き
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
牛
山

佳
幸
氏
の
研
究
に
よ
れ（
２９
）

ば
、
寺
院
の
別
当
・
三
綱
に
交
替
の
事
務
手
続
き
が
義

務
づ
け
ら
れ
た
の
は
貞
観
十
二
年
（
八
七
〇
）
の
こ（
３０
）

と
で
、『
延
喜
式
』
等
か
ら

知
ら
れ
る
交
替
の
手
続
き
は
、
中
央
官
司
と
基
本
的
に
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
別
当
の
交
替
は
、
後
任
者
と
三
綱
が
署
判
を
加
え
て
発
行
す
る
（
前

任
者
に
与
え
る
形
を
と
る
）
解
由
状
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
の
を
基
本
と
し
（『
延
喜

式
』
玄
蕃
寮
）、
何
か
問
題
が
あ
っ
て
解
由
状
を
与
え
ら
れ
な
い
場
合
は
後
任
者

・
三
綱
と
と
も
に
前
任
者
も
署
判
を
加
え
た
不
与
解
由
状
に
よ
り
、
前
任
者
死

亡
等
の
場
合
は
検
交
替
使
の
立
ち
会
い
に
よ
る
か
（
そ
の
と
き
検
交
替
使
帳
が
作

成
さ
れ
る
）、
ま
た
は
任
用
（
三
綱
）
と
後
任
者
の
間
で
の
交
替
手
続
き
が
取
ら
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れ
た
（
そ
の
と
き
令
任
用
分
付
帳
が
作
成
さ
れ
る
）
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
交
替
事
務
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
の
実
例
を
、
牛
山
氏
が
挙

げ
ら
れ
た
も
の
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
紹
介
す
る
と
、
仁
和
四
年
（
八
八
八
）
の

東
寺
解
由（
３１
）

状
は
、
前
任
別
当
の
神
忠
が
任
期
満
了
に
よ
り
同
年
四
月
十
一
日
に

解
任
に
な
っ
た
の
に
と
も
な
っ
て
、
後
任
別
当
の
真
然
お
よ
び
三
綱
の
署
判
の

も
と
五
月
二
十
四
日
付
で
発
行
さ
れ
た
解
由
状
（
控
え
）
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に

触
れ
た
寛
平
二
年
（
八
九
〇
）
の
広
隆
寺
交
替
実
録
帳
は
、
前
任
の
玄
虚
の
死
去

に
よ
り
、
同
年
十
月
八
日
に
良
照
が
後
任
の
別
当
に
補
任
さ
れ
、
交
替
事
務
に

あ
た
り
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。
承
平
元
年
（
九
三
一
）
十
一
月
二
十
七
日
の

日
付
を
持
つ
神
護
寺
交
替
実
録
帳（
３２
）
写
も
、
延
長
六
年
（
九
二
八
）
十
二
月
十
九
日

に
死
去
し
た
前
任
の
観
宿
に
替
わ
り
、
同
月
三
十
日
に
後
任
と
し
て
仁
樹
が
補

任
さ
れ
た
際
に
作
成
さ
れ
た
交
替
公
文
で
、
牛
山
氏
は
令
任
用
分
付
帳
で
は
な

い
か
と
推
定
し
て
い
る
。『
東
大
寺
要
録
』
に
は
、「
永
観
二
年
分
付
帳
」
な
る

文
書
が
数
箇
所
に
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
前
任
の
湛

照
に
替
わ
り
、
同
年
二
月
二
十
三
日
の
太
政
官
牒
に
よ
り
寛
朝
が
補
任
さ
れ
た

際
に
作
成
さ
れ
た
分
付
帳
と
考
え
ら
れ
、
牛
山
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
不
与
解

由
状
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
実
例
の
存
在
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
律
令
官
司
に
準
じ
た
寺
院
別

当
・
三
綱
の
交
替
制
度
は
、
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
た
。
牛
山
氏
に
よ
れ
ば
、

制
度
が
成
立
し
た
貞
観
十
二
年
か
ら
十
世
紀
末
頃
ま
で
は
、
こ
の
制
度
が
着
実

に
実
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
本
稿
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
延
喜
五
年
は
当
然

そ
の
な
か
に
含
ま
れ
る
し
、
東
大
寺
に
お
い
て
そ
の
交
替
事
務
が
実
際
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
「
永
観
二
年
分
付
帳
」
の
よ
う
な
文
書
の

存
在
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
魚
骨
笏
に
記
さ
れ
た
「
延
喜
五
年
五
月
廿
日
交
替
実

録
」
は
、
同
年
の
道
義
死
没
に
と
も
な
う
戒
撰
の
別
当
補
任
に
あ
た
っ
て
、
検

交
替
使
の
立
ち
会
い
、
も
し
く
は
三
綱
と
の
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
交
替
手
続
き

に
関
わ
る
記
述
と
考
え
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
別
当
補
任
牒
か
ら
交
替
事
務
完
了
ま
で

こ
の
笏
の
銘
文
を
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
道
義
に
替
わ
っ
て
戒
撰
が
別

当
に
補
任
さ
れ
た
事
実
と
関
連
づ
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
問
題
と
な
る
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
戒
撰
は
延
喜
五
年
三
月
十
七
日
の
太
政
官
牒
に
よ
っ
て
補
任
さ

れ
た
が
、
銘
文
は
二
箇
月
以
上
後
の
五
月
二
十
日
の
日
付
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
補
任
は
三

月
十
七
日
で
あ
っ
た
が
、
交
替
事
務
に
時
間
を
要
し
、
実
録
帳
の
完
成
が
五
月

二
十
日
に
な
っ
た
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

制
度
面
か
ら
見
る（
３３
）
と
、
前
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
寺
院
別
当
の
交
替
手
続
き

は
律
令
官
司
に
準
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
国
司
に
関
し
て
は
、『
続
日
本
紀
』
天

平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
九
月
丁
丑
（
八
日
）
条
に
、

先
レ

是
、
国
司
交
替
、
未
レ

有
二

程
期
一、
仍
令
二

明
法
博
士
論
定
一、
明
法
曹
司

言
、
遷
任
国
司
、
向
レ

京
期
限
、
依
二

倉
庫
令
一

（
中
略
）
謹
案
二

選
叙
令
一

云
、

凡
職
事
官
、
患
経
二

百
廿
日
一

不
レ

癒
者
、
解
官
者
。
准
レ

是
而
論
、
官
符
到

後
、
百
廿
日
内
、
付
了
帰
レ

京
。
若
応
レ

過
レ

限
者
、
申
レ

官
請
レ

裁
。
違
レ

此

停
留
、
灼
然
合
レ

解
（
下
略
）

と
あ
り
、
交
替
の
事
務
は
、
国
司
を
任
命
す
る
官
符
が
到
着
し
て
か
ら
百
二
十

日
以
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
初
め
て
規
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
交
替
制
度
は
た

び
た
び
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
百
二
十
日
以
内
と
い
う
期
限
が
基
本
的
に
踏
襲

さ
れ（
３４
）
た
。
中
央
官
司
に
つ
い
て
は
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
交
替
并
解
由
事
所
収
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の
天
長
三
年
（
八
二
六
）
十
月
七
日
太
政
官
符
に
、
六
十
日
と
い
う
期
限
が
示
さ

れ
て
お（
３５
）
り
、
国
司
が
百
二
十
日
、
中
央
官
司
六
十
日
と
い
う
規
定
は
、
次
の
『
延

喜
交
替
式
』
ま
で
引
き
継
が
れ
た
。

凡
外
官
任
訖
、
給
二

仮
装
束
一、
（
中
略
）
、
但
長
官
除
二

装
束
行
程
一

之
外
、
百

廿
日
為
二

交
替
限
一、
在
京
諸
司
限
二

六
十
日
一

諸
寺
別
当
の
交
替
事
務
が
律
令
官
司
に
準
じ
る
も
の
だ
と
す
れ（
３６
）

ば
、
後
任
別
当

の
補
任
か
ら
百
二
十
日
以
内
（
な
い
し
六
十
日
以
内
）
に
手
続
き
を
終
了
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
も
し
戒
撰
が
延
喜
五
年
三
月
十
七
日
に
補
任

さ
れ
、
交
替
事
務
の
完
了
が
五
月
二
十
日
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
百
二
十
日
以
内

は
軽
く
ク
リ
ア
す
る
し
、
六
十
日
の
期
限
が
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
若
干
そ
れ

を
超
え
る
程
度
で
、
ほ
ぼ
期
限
い
っ
ぱ
い
と
言
え
る
。

次
に
、
右
の
こ
と
を
実
例
か
ら
み
て
い
く
。
前
章
で
も
少
し
触
れ
た
仁
和
四

年
（
八
八
八
）
の
東
寺
の
例
で
は
、
前
任
別
当
の
神
忠
が
同
年
四
月
十
一
日
に
任

期
満
了
と
な
り
、
真
然
が
後
任
の
別
当
に
就
任
し
た
。
そ
の
解
由
状
（
注
３１
参

照
）
に
は
、

東
寺

案

与
二

前
都
維
那
伝
灯
満
位
僧
神
忠
一

解
由
之
事

右
、
依
二

元
慶
八
年
四
月
廿
三
日
符
一

任
之
、
仁
和
四
年
四
月
十
一
日
得
替

解
任
、
仍
与
二

解
由
一

如
レ

件
、

仁
和
四
年
五
月
廿
四
日

都
維
那
伝
灯
満
位
僧
「
寿
仁
」

別
当
権
大
僧
都
法
眼
和
尚
位
「
真
然
」

伝
灯
大
法
師
位
「
峯
�
」

上
座
伝
灯
大
法
師
位
「
延
高
」

寺
主
伝
灯
大
法
師
位
「
峯
秀
」

と
あ
り
、
解
由
状
の
発
行
は
五
月
二
十
四
日
と
な
っ
て
い
る
。
真
然
が
別
当
に

補
任
さ
れ
た
太
政
官
牒
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
前
任
別
当
が
解
任
さ
れ
た
四
月

十
一
日
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
承
平
元
年
（
九
三
一
）
の

神
護
寺
交
替
実
録
帳
写
（
注
３２
参
照
）
の
例
で
は
、
十
二
月
十
九
日
に
死
去
し
た

前
任
の
観
宿
に
替
わ
っ
て
同
月
三
十
日
に
仁
樹
が
補
任
さ
れ
て
い
る
。
死
没
と

い
う
急
時
で
も
素
早
く
次
の
別
当
が
補
任
さ
れ
て
お
り
、
任
期
満
了
の
よ
う
に

解
任
が
は
じ
め
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
前
任
の
解
任
と
同
時
に
新
任

が
補
任
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
寺
の
例
で
は
、
前
任
別
当
が
四
月

十
一
日
に
任
期
満
了
を
迎
え
、
ま
も
な
く
新
任
別
当
が
補
任
さ
れ
た
と
し
て
、

解
由
状
の
発
行
は
五
月
二
十
四
日
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
間
は
約
四
十
日
と
な

り
、
六
十
日
の
規
定
だ
っ
た
と
し
て
も
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、『
東
大
寺
要
録
』
に
は
「
永
観
二
年
分
付
帳
」
と
い
う
文
書
が
数
箇
所

に
引
用
さ
れ
て
い（
３７
）

る
が
、
こ
れ
が
湛
照
か
ら
寛
朝
へ
の
別
当
交
替
に
と
も
な
う

文
書
で
あ
る
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
。「
永
観
二
年
分
付
帳
」
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、
そ
の
逸
文
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
文
書
が
『
東
大
寺

要
録
』
雑
事
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
付
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
、
大
仏
殿
納
物

金
銅
大
毘
盧
舎
那
仏
像
一
躰

金
色
脇
士
菩
薩
像
二
躰

彩
色
四
天
王
像
四
躰

繍
曼
荼
羅
二
鋪

右
天
平
勝
宝
元
年
四
月
八
日
、
始
造
二

挟
士
二
菩
薩
像
一。
東
観
音
、
尼

信
勝
。
西
方
虚
空
蔵
、
尼
善
光
造
。
天
平
宝
字
二
年
戊
戌
五
月
廿
七

日
、
造
二

四
天
王
像
大
曼
荼
羅
一、
別
有
二

銘
文
一。

大
火
鑪
一
口
〈
台
八
足
、
火
舎
足
跡
有
レ

八
、
而
見
在
四
又
上
狛
犬
蓋
。
所
司
等

陳
云
、
別
当
平
崇
任
中
、
為
二

少
盗
一

被
レ

取
云
々
〉
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銅
鉢
六
口
〈
二
口
大
仏
御
料
、
四
口
四
王
御
料
〉

同
輪
二
口

（
中
略
。
品
名
列
記
部
分
）

金
鼓
一
口
〈
亘
三
尺
、
在
二

南
中
門
一

〉

永
観
二
年
五
月
二
日

大
仏
殿
の
備
品
を
網
羅
的
に
列
記
す
る
点
や
、「
大
火
鑪
」
の
注
記
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
過
去
の
記
録
と
現
状
と
の
異
同
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
点
な
ど
、
交

替
公
文
や
寺
院
資
財
帳
の
要
素
を
そ
な
え
て
お
り
、
こ
れ
が
「
永
観
二
年
分
付

帳
」
の
一
部
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ（
３８
）

る
。
一
方
で
、
物
品
名
の
記
述
の
み

に
終
始
し
て
奥
の
年
月
日
に
至
り
文
書
と
し
て
完
結
す
る
点
な
ど
は
、
長
大
な

帳
簿
に
な
る
こ
と
が
多
い
交
替
実
録
帳
や
寺
院
資
財
帳
と
は
異
質
で
あ
る
し
、

ま
た
、
こ
の
文
書
が
五
月
二
日
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
五
月
二
日
は
聖
武
天
皇
の
命
日
で
あ
り
、
東
大
寺
で
は
毎
年
こ
の

日
に
大
仏
殿
で
斎
会
を
営
む
の
が
恒
例
と
な
っ
て
い（
３９
）

た
。
大
仏
殿
の
納
物
が
、

他
の
日
で
は
な
く
、
あ
え
て
五
月
二
日
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

年
中
行
事
に
あ
た
っ
て
備
品
の
検
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
だ
け
で
、

別
当
の
交
替
事
務
と
は
無
関
係
の
可
能
性
も
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
文

書
の
性
格
を
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
仮
に
別
当
の
交
替
に
か
か

わ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
後
任
の
寛
朝
は
同
年
二
月
二
十
三
日
付
の
太
政
官
牒

で
補
任
さ
れ
て
い
る
の
で
、
七
十
日
程
度
で
交
替
公
文
を
完
成
さ
せ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。

「
永
観
二
年
分
付
帳
」
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
に
留
保
条
件
が
付
く
が
、

前
述
し
た
東
寺
の
事
例
で
、
別
当
の
補
任
か
ら
交
替
事
務
の
完
了
ま
で
に
二
箇

月
弱
か
か
っ
て
い
た
。
魚
骨
笏
に
記
さ
れ
た
「
交
替
実
録
」
の
日
付
が
、
戒
撰

の
別
当
補
任
の
約
二
箇
月
後
で
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
関
連
性
を
推
察
さ
せ
る
。

や
は
り
、
こ
の
銘
文
に
あ
る
「
延
喜
五
年
五
月
廿
日
」
の
日
付
は
、
同
年
に

別
当
在
任
の
ま
ま
没
し
た
道
義
の
後
を
う
け
、
三
月
十
七
日
の
太
政
官
牒
に
よ

っ
て
別
当
に
補
任
さ
れ
た
戒
撰
の
交
替
事
務
が
終
わ
り
、
そ
の
結
果
作
成
さ
れ

た
実
録
帳
の
年
月
日
と
み
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

七
、
結

語

ほ
と
ん
ど
推
定
ば
か
り
に
終
始
し
た
が
、
魚
骨
笏
の
銘
文
に
つ
い
て
一
応
の

仮
説
を
述
べ
る
に
至
っ
た
。
議
論
が
散
漫
に
な
っ
た
の
で
、
要
点
を
ま
と
め
る

と
と
も
に
、
こ
の
銘
文
が
書
き
込
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
憶
測
を

最
後
に
述
べ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

正
倉
院
中
倉
の
魚
骨
笏
は
平
安
時
代
以
降
に
宝
庫
に
入
っ
た
が
、
も
と
東
大

寺
の
什
物
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
寺
院
に
収
蔵
さ
れ
た
笏
で
あ
る
こ
と
、
宝
庫

に
あ
る
伎
楽
用
の
笏
と
形
状
や
大
き
さ
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
等
か
ら
、
舞
楽

用
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
銘
文
に
記
さ
れ
た
延
喜
五
年
五
月
二
十

日
は
、
同
年
三
月
十
七
日
に
東
大
寺
の
別
当
に
補
任
さ
れ
た
戒
撰
の
交
替
事
務

が
終
了
し
た
日
付
で
あ
り
、
そ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
実
録
帳
の
物
品
リ
ス
ト
に
、

こ
の
魚
骨
笏
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
実
録
帳
が
、
あ
る
時
代
ま
で
東
大
寺
に
伝
来
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
同

時
に
、
由
来
の
分
か
ら
な
く
な
っ
た
「
宮
」
銘
を
持
つ
笏
も
寺
庫
に
伝
来
し
て

い
た
。
あ
る
と
き
、
こ
の
笏
が
延
喜
五
年
の
実
録
帳
に
所
載
の
も
の
で
あ
る
こ

と
に
、
誰
か
が
気
付
き
、
そ
の
照
合
（
同
定
）
の
結
果
を
笏
本
体
に
書
き
記
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
実
録
帳
に
「
宮
」
銘
の
あ
る
こ
と
が
注

記
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同
定
も
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
別
当
交
替
時
の
交
替
文
書
は
、
延
喜
五
年
の
も
の
に
限
ら
ず
、
い
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く
つ
も
作
成
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
る
時
期
ま
で
は
数
種
類
が
伝
来
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
痕
跡
が
魚
骨
笏
に
残
さ
れ
た
た
め
に
、

我
々
は
延
喜
五
年
の
実
録
帳
の
存
在
を
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
物
品
本
体
に
こ
う
し
た
交
替
実
録
帳
と
の
照
合
結
果
を
墨
書
し
た

例
は
、
他
に
皆
無
で
あ
る
こ
と
が
、
本
稿
の
唯
一
に
し
て
最
大
の
弱
点
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
松
嶋
順
正
『
正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）

（
２
）
『
延
喜
式
』
勘
解
由
使
に
み
え
る
「
実
録
帳
」
は
、
検
交
替
使
帳
と
対
比
的
に
用

い
ら
れ
、「
令
任
用
分
付
帳
」
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
吉
岡
真
之
「
検
交
替

使
帳
の
基
礎
的
考
察
」（
同
著
『
古
代
文
献
の
基
礎
的
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
四
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
実
録
帳
」
で
検
交
替
使

帳
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
菊
地
礼
子
「
令
任
用
分
付
実

録
帳
と
交
替
実
録
帳
」（『
古
代
文
化
』
二
七
ノ
四
、
一
九
七
五
年
）
は
、「
実
録

帳
」
は
検
交
替
使
実
録
帳
と
令
任
用
分
付
実
録
帳
の
両
者
の
略
称
で
あ
り
、
特
に

「
交
替
実
録
帳
」
と
称
す
る
場
合
は
検
交
替
使
実
録
帳
の
略
で
あ
る
、
と
す
る
。

ま
た
、
牛
山
佳
幸
「
諸
寺
別
当
制
の
展
開
と
解
由
制
度
」（
同
著
『
古
代
中
世
寺
院

組
織
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
は
、
両
者
は
検
交
替
使
に
よ
る
交

替
か
、
任
用
と
の
間
で
の
交
替
か
、
と
い
う
手
続
き
の
相
違
を
示
す
だ
け
で
、
ど

ち
ら
も
正
式
名
称
は
「
交
替
実
録
帳
」
で
あ
る
と
す
る
。

（
３
）
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
服
飾
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）
本
文
編
三
〇

一
〜
三
〇
四
頁
に
も
、
正
倉
院
の
六
枚
の
笏
が
整
理
さ
れ
、
同
様
の
表
が
作
成
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
関
根
氏
は
、
魚
骨
笏
の
銘
文
�
を
「
延
喜
五
年
五
月
廿
日
□

□
□
□
」
と
読
み
、「
交
替
実
録
」
の
部
分
は
釈
読
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４
）
日
本
で
の
把
笏
制
度
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
野
村
忠
夫
「
官
人
的
把
笏
に
つ
い
て

の
覚
書
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
一
二
八
号
、
一
九
六
五
年
）
を
参
照
し
た
。

（
５
）
『
唐
会
要
』
と
『
六
典
』
を
比
較
す
る
と
、「
�
」
は
「
屈
」
と
同
義
で
用
い
ら
れ

て
お
り
、
窪
ん
だ
状
態
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。「
上
挫
下
方
」
が
正
倉
院
の
笏

と
同
じ
形
を
示
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
挫
」
は
丸
み
を
持
た
せ
た
状
態
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
元
八
年
制
の
全
体
は
、
三
品
以
上
が
前
面
（
手

に
持
っ
た
と
き
相
手
か
ら
見
え
る
面
）
を
窪
ま
せ
、
後
面
（
自
分
か
ら
見
え
る

面
）
を
平
滑
に
つ
く
っ
た
笏
、
四
品
・
五
品
は
前
面
を
窪
ま
せ
て
後
面
は
左
右
の

縁
辺
部
か
ら
中
央
へ
向
か
っ
て
膨
ら
み
（
丸
み
）
を
持
た
せ
た
笏
を
用
い
、
六
品

〜
九
品
の
笏
に
は
前
後
面
の
形
状
の
指
定
が
な
く
、
以
上
の
九
品
官
人
が
持
つ
す

べ
て
の
笏
は
、
上
端
に
丸
み
を
持
た
せ
、
下
端
を
方
形
に
作
り
出
す
形
で
あ
っ
た
、

と
い
う
内
容
に
な
ろ
う
か
。

（
６
）
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
宝
物
１

北
倉
Ⅰ
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九

四
年
）
二
六
六
頁
も
同
様
の
見
解
を
と
る
。

（
７
）
引
用
文
後
半
の
「
笏
度
二
尺
有
六
寸
…
」
以
下
の
部
分
は
解
釈
が
難
し
い
が
、
新

釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
中
（
明
治
書
院
、
一
九
七
七
年
）
は
古
注
に
基
づ
い
て
、

笏
の
長
さ
は
二
尺
六
寸
、
中
央
の
幅
は
三
寸
、
末
端
の
幅
は
中
央
幅
よ
り
六
分
の

一
を
減
じ
た
二
尺
五
寸
に
な
る
よ
う
に
殺
い
で
い
き
、
天
子
・
諸
侯
の
笏
は
上
端

に
向
か
っ
て
殺
ぎ
、
大
夫
・
士
の
笏
は
下
方
へ
向
か
っ
て
殺
ぐ
、
と
の
解
釈
を
と

る
。

（
８
）
『
春
秋
左
氏
伝
正
義
』
巻
五
桓
公
二
年
伝
の
「
�
」
の
語
に
付
け
ら
れ
た
疏
文
（
唐

・
孔
穎
達
）
に
、「
大
夫
与
レ

士
笏
倶
用
レ

竹
、
大
夫
以
二

魚
須
一

飾
之
、
士
以
二

象
骨
一

為
レ

飾
」
と
あ
り
、
士
の
持
つ
笏
は
竹
を
象
骨
で
飾
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
説

も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
９
）
平
安
時
代
の
例
に
な
る
が
、
道
明
寺
天
満
宮
（
大
阪
）
に
所
蔵
さ
れ
る
伝
菅
公
遺

品
（
国
宝
）
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
木
笏
」
は
、
縦
三
六
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
五
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
上
円
下
方
形
を
呈
し
て
お
り
、
正
倉
院
の
笏
と
同

意
匠
で
、
大
き
さ
も
近
似
す
る
。

（
１０
）
米
崎
清
実
『
蜷
川
式
胤
「
奈
良
の
筋
道
」』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
五

年
）

（
１１
）
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
六
雑
部
、
四
二
頁
。

（
１２
）
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
六
雑
部
、
五
五
頁
。

（
１３
）
玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』
七
「
椰
馬
跡
名
勝
志
添
上
」
所
収
。
奈
良
県
立
図
書

情
報
館
架
蔵
の
写
真
版
に
拠
る
。

（
１４
）
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
六
雑
部
、
七
八
頁
。
な
お
、
こ
の
元
禄
六
年
の
目
録
は
、

手
に
持
つ
笏
を
モ
ノ
サ
シ
の
尺
と
同
字
で
表
記
す
る
。
そ
の
た
め
笏
と
尺
と
の
見

分
け
が
難
し
い
が
、
次
の
天
保
四
年
の
目
録
と
対
照
し
、
提
示
部
分
を
手
に
持
つ

笏
の
記
述
と
判
断
し
た
。
一
覧
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
元
禄
六
年
と
天
保
四
年
と

で
は
、
宝
物
と
そ
れ
を
納
め
る
箱
（
櫃
）
の
構
成
に
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
い
の
に

対
し
、
元
禄
六
年
よ
り
前
の
建
久
四
年
の
目
録
、
お
よ
び
天
保
四
年
の
次
の
明
治

五
年
の
目
録
に
は
相
違
が
多
い
。
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（
１５
）
『
続
々
群
書
類
従
』
第
十
六
雑
部
、
一
二
〇
頁
。

（
１６
）
元
禄
六
年
と
天
保
四
年
の
目
録
に
は
、
四
枚
の
ほ
か
に
も
う
一
枚
、
笏
の
記
述
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
元
禄
六
年
目
録
「
南
御
倉
下
之
壇
」
の
「〈
わ
合
文
〉
長
持
壱
荷

之
内
」
に
「
象
牙
尺
ノ
類
一
ヶ
〈
長
一
尺
、
横
一
寸
二
分
、
銘
文
ア
リ
〉」、
天
保

四
年
目
録
「〈
南
御
倉
〉
一
わ

長
持
一
箇
内
」
に
「
象
牙
笏
類

一
〈
長
一
尺
、

横
一
寸
二
分
、
銘
文
（
下
略
）〉」
と
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
現
在
、
中
倉
六
四
に

整
理
さ
れ
て
い
る
「
金
字
牙
牌
」
の
こ
と
で
あ
る
。
牙
牌
の
法
量
は
縦
二
九
・
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
一
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

で
、
表
に
「
平
城
宮
御
宇
中
太
上
天
皇
恒
持
心
経
」、
裏
に
「
天
平
勝
宝
五
年
歳
次

癸
巳
三
月
廿
九
日
」
の
銘
が
金
字
で
記
さ
れ
る
。
こ
の
牙
牌
が
「
笏
」
と
捉
え
ら

れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１７
）
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
第
三
巻
、
五
八
一
頁
。

（
１８
）
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
第
二
巻
、
六
二
四
頁
。

（
１９
）
後
論
と
関
わ
る
た
め
こ
こ
で
注
記
し
て
お
く
と
、
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財

帳
で
は
、
別
に
「
大
唐
楽
」
や
「
伎
楽
」
の
項
目
も
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

ら
に
笏
（
爵
）
の
記
載
は
み
ら
れ
な
い
。

（
２０
）
『
平
安
遺
文
』
二
〇
号
。『
多
度
町
史
』
資
料
編
１
（
二
〇
〇
二
年
）
に
所
載
の
釈

文
お
よ
び
写
真
版
を
参
照
。

（
２１
）
『
平
安
遺
文
』
一
六
八
号
。
川
尻
秋
生
「
広
隆
寺
資
財
帳
及
び
広
隆
寺
資
財
交
替

実
録
帳
に
つ
い
て
」（『
古
文
書
研
究
』
三
一
号
、
一
九
八
九
年
）
の
釈
文
も
参
照
。

（
２２
）
『
平
安
遺
文
』
一
七
五
号
。『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
補
遺
（
別
冊
一
）。
な
お
、

こ
の
文
書
は
、
検
交
替
使
帳
ま
た
は
令
任
用
分
付
帳
で
あ
り
、
原
本
成
立
と
同
時

か
間
も
な
く
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
寺
院
側
の
手
控
え
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
川
尻
秋
生
「
資
財
帳
と
交
替
公
文
」
同
著
『
日
本
古
代
の
格
と
資
財
帳
』
、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
は
一
九
九
〇
年
）。

（
２３
）
『
平
安
遺
文
』
一
九
四
号
。『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
第
三
巻
。

（
２４
）
『
平
安
遺
文
』
一
三
六
八
号
。『
大
日
本
史
料
』
第
三
編
第
四
巻
。『
大
日
本
古
文

書
』
家
わ
け
第
十
八
東
大
寺
文
書
之
五
、
二
九
四
頁
。

（
２５
）
『
平
安
遺
文
』
四
六
〇
九
号

（
２６
）
小
野
亮
哉
監
修
、
東
儀
信
太
郎
代
表
執
筆
『
雅
楽
事
典
』（
音
楽
之
友
社
、
一
九
八

九
年
）
の
各
項
目
を
参
照
。

（
２７
）
東
南
院
文
書
第
一
櫃
第
二
巻
。『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八
東
大
寺
文
書
之

一
、
二
一
頁
。

（
２８
）
『
新
修
国
分
寺
の
研
究

第
一
巻

東
大
寺
と
法
華
寺
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

六
年
）
所
収
。

（
２９
）
牛
山
佳
幸
「
諸
寺
別
当
制
の
展
開
と
解
由
制
度
」（
注
２
論
文
）

（
３０
）
『
日
本
三
代
実
録
』
同
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
、「
諸
大
寺
并
有
封
寺
別
当
三
綱
、

以
二

四
年
一

為
二

秩
限
一、
遷
代
之
日
、
即
責
二

解
由
一、（
中
略
）
又
諸
寺
以
二

別
当
一

為
二

長
官
一、
以
二

三
綱
一

為
二

任
用
一

」
と
あ
り
、
別
当
や
三
綱
は
四
年
を
任
期
と
す
る
こ

と
、
律
令
官
司
に
準
じ
て
別
当
を
長
官
、
三
綱
を
任
用
（＝

第
二
〜
四
等
官
）
と

し
て
交
替
制
度
を
運
用
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
３１
）
『
平
安
遺
文
』
一
七
七
号
。『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
第
一
巻
。

（
３２
）
『
平
安
遺
文
』
二
三
七
号
。『
大
日
本
史
料
』
第
一
編
補
遺
（
別
冊
四
）。

（
３３
）
こ
の
部
分
の
記
述
に
あ
た
り
、
福
井
俊
彦
『
交
替
式
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一

九
七
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
３４
）
た
だ
し
、
長
官
を
除
く
次
官
以
下
の
任
用
国
司
の
交
替
期
限
は
、
後
述
の
と
お
り

六
十
日
。

（
３５
）
次
官
以
下
の
交
替
期
限
は
三
十
日
。

（
３６
）
諸
寺
別
当
の
交
替
期
限
が
国
司
に
準
じ
る
か
京
官
に
準
じ
る
か
に
つ
い
て
は
、
明

確
な
規
定
が
な
い
。
し
か
し
、
東
大
寺
別
当
補
任
の
官
牒
に
は
、
ほ
と
ん
ど
必
ず

文
書
の
奥
に
三
綱
等
に
よ
る
奉
行
文
言
が
書
き
加
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
国
司

の
任
符
と
共
通
す
る
。
国
司
任
符
の
奉
行
文
言
は
、
新
任
の
国
司
長
官
が
現
地
に

到
着
し
た
際
、
赴
任
先
の
任
用
国
司
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
法
制

的
に
は
こ
れ
を
以
て
交
替
の
基
準
日
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
京
官
の
場
合
は
任
官

の
日
を
交
替
日
と
し
た
の
で
、
奉
行
の
日
付
が
文
書
本
体
の
日
付
よ
り
遅
れ
る
こ

と
の
多
い
東
大
寺
別
当
補
任
官
牒
の
場
合
は
、
任
官
日＝

交
替
日
で
は
な
く
、
着

任
日
を
以
て
交
替
日
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
交
替
の
期
限
に
関
し
て
は
国
司
に

準
じ
る
運
用
が
な
さ
れ
た
と
み
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
現
存
す

る
国
司
任
符
と
国
司
交
替
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
市
大
樹
「
国
司
任
符
に

関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
古
文
書
研
究
』
四
七
号
、
一
九
九
八
年
）
三
七
頁
に
詳

し
く
論
じ
ら
れ
、
着
任
の
儀
式
と
奉
行
文
言
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
、

同
論
文
三
五
〜
三
六
頁
に
記
述
が
あ
り
、
参
照
し
た
。
ま
た
、
石
田
実
洋
「
東
大

寺
道
別
当
任
牒
の
基
礎
的
考
察
」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）

は
、
東
大
寺
別
当
任
牒
の
場
合
、
奉
行
文
言
は
寺
院
に
お
け
る
「
拝
堂
」
の
儀
式

と
関
連
す
る
と
推
定
す
る
。

（
３７
）
「
永
観
二
年
分
付
帳
」
が
引
用
さ
れ
る
の
は
、『
東
大
寺
要
録
』
諸
院
章
の
「
南
阿

弥
陀
堂
」
と
「
羂
索
院
」
の
項
で
あ
り
、
同
章
「
千
手
堂
」
に
引
用
さ
れ
る
「
湛

照
僧
都
分
付
帳
」
も
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
永
観
二
年
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分
付
帳
」
は
堂
舎
ご
と
に
収
納
品
を
列
記
す
る
帳
簿
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
、

こ
の
書
式
は
、
後
に
引
用
す
る
雑
事
章
の
「
大
仏
殿
納
物
」
と
共
通
す
る
。

（
３８
）
例
え
ば
、
福
山
敏
男
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
見
ゆ
る
建
築
」（
同
著
『
日
本
建
築
史

の
研
究
』
、
桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
三
年
、
初
出
は
一
九
三
九
年
）
四
九
五
頁
〜
の

大
仏
殿
に
関
す
る
記
述
は
、
本
史
料
が
「
永
観
二
年
分
付
帳
」
で
あ
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
お
り
、
こ
の
見
解
は
す
で
に
同
氏
「
大
仏
殿
碑
文
に
就
い
て
」（『
考
古

学
雑
誌
』
二
二�

一
二
、
一
九
三
二
年
）
の
注
六
に
み
え
て
い
る
。
な
お
、
同
見

解
は
、『
日
本
絵
巻
物
全
集
２
信
貴
山
縁
起
』（
角
川
書
店
、
一
九
五
八
年
）
所
収

の
福
山
氏
の
解
説
（
解
説
編
の
三
二
頁
。
一
九
七
六
年
の
新
修
版
に
も
再
録
）
や
、

『
日
本
絵
巻
大
成
４
信
貴
山
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
七
年
）
の
図
版
解
説

（
一
一
〇
頁
、
佐
和
隆
研
氏
執
筆
）
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

（
３９
）
『
東
大
寺
要
録
』
諸
会
章
に
、「
五
月
／
二
日
御
斎
会
〈
於
二

大
仏
殿
一

行
之
〉／
縁

起
云
、
伏
尋
二

法
会
興
由
一、
掛
畏
建
‐二
立
大
伽
藍
一

大
檀
主
、
勝
宝
感
神
聖
武
皇
帝
、

以
二

去
天
平
勝
宝
七
年
五
月
二
日
一

、
玉
輿
移
二

於
花
蔵
宝
刹
一、
金
蓋
納
二

於
浄
満
蓮

台
一、
自
而
以
降
、
永
期
二

日
月
一、
遠
限
二

天
地
一、
開
二

心
地
玄
門
一、
結
二

戒
蔵
軌
網
一、

毎
年
今
日
、
令
レ

講
二

梵
網
奥
旨
一、
弥
増
二

花
蔵
界
万
徳
一

而
已
〈
文
〉
。（
下
略
）
」
と

あ
る
。

※
史
料
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
注
記
し
な
い
限
り
、
左
記
の
刊
本
に
拠
っ
た
。

『
日
本
三
代
実
録
』、『
延
暦
交
替
式
』、『
延
喜
交
替
式
』、『
延
喜
式
』、『
類
聚
三
代
格
』

…
新
訂
増
補
国
史
大
系

『
続
日
本
紀
』
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
〜
一
九
九
八
年
）

「
養
老
令
」
…
日
本
思
想
大
系
３
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）

『
教
訓
抄
』
…
日
本
思
想
大
系
２３
『
古
代
中
世
芸
術
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）

『
東
大
寺
要
録
』
…
筒
井
英
俊
校
訂
本
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
、
初
版
は
全
国
書

房
、
一
九
四
四
年
）

『
六
典
』
…
広
池
千
九
郎
校
注
、
内
田
智
雄
補
訂
本
（
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）

『
唐
会
要
』
…
中
華
書
局
刊
行
（
一
九
九
五
年
）

『
礼
記
』
…
『
十
三
経
注
疏
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）

（
の
じ
り

た
だ
し
／
当
館
学
芸
課
研
究
員
）
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